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留学生として日本に滞在するには原則として「留学」の在留資格が必要です。
入学試験合格者は入学許可後に、在留資格取得および入国・滞在に関する手続をすることになります。
以下の手順に従って手続きをしてください。

現在すでに何らかの在留資格で日本に滞在している場合
1 ．在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」などの場合は、在留資格の変更の必要はありません。
ただし、この場合は学費減免および留学生を対象とした奨学金は受けられません。

2 ．その他の在留資格の場合は、出入国在留管理局へ相談してください。
出入国在留管理局の問い合わせ先

・大阪出入国在留管理局京都出張所：TEL 075（752）5997
・大阪出入国在留管理局大津出張所：TEL 077（511）4231
・大阪出入国在留管理局（大阪市住之江区南港北）：TEL 06（4703）2100
・外国人在留総合インフォメーションセンター：TEL 0570-013904

日本国外在住の場合
入学許可後に在留資格「留学」を取得するための「在留資格認定証明書」交付を代理申請します。

「在留資格認定証明書」交付後、本人が「入学許可書」及び「在留資格認定証明書」を提示して日本領事館等で
査証申請手続をすることになります。

「在留資格認定証明書」の交付申請について
本学が入学手続完了者へ発行する「入学許可書」を受領後、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の

交付申請をします。この申請は本人または日本国内在住の以下の代理人が行います。

１．奨学金支給団体、日本在住の経費支弁者、日本在住の本人の親族による代理申請について
奨学金支給団体は大阪出入国在留管理局京都出張所に、経費支弁者、親族は住所地の地方出入国在留管理局
または大阪出入国在留管理局京都出張所に代理申請をします。必要書類・手続は出入国在留管理局でお尋ねく
ださい。

２．龍谷大学による代理申請について
1） 龍谷大学による代理申請願い出の資格
私費外国人正規留学生として本学入学を希望し、かつ上記表の「奨学金支給団体」「日本在住の経費支弁者」

「日本在住の本人の親族」にあたる代理人がなく、次の要件のどちらかを満たす者に限ります。
⑴
⑵

留学中の必要経費を充分な額の奨学金により支弁できる者
留学中の必要経費の自己支弁が可能であり所定の証明書にてそのことが証明できる者

代　　理　　人 申　　請　　先

奨学金支給団体 大阪出入国在留管理局京都出張所

日本在住の経費支弁者 大阪出入国在留管理局京都出張所または代理申
日本在住の本人の親族 請者の所在地を管轄する地方出入国在留管理局

龍谷大学 大阪出入国在留管理局京都出張所または大津出張所
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2） 龍谷大学による代理申請の願い出方法
希望者は必ず出願時に「龍谷大学代理申請願い出書」および「経費支弁書」を他の出願書類とともに提出

してください。代理申請の可否は本学が判断し、申請結果について本学に異議を申し立てることはできません。
本学が代理申請できる在留資格は「留学」に限ります。

3） 入学手続および代理申請
入学手続の完了を確認した後、「入学許可書」を発行し、本学が代理申請を行います。
龍谷大学による代理申請の後、出入国在留管理局の審査結果（許可された場合は「在留資格認定証明書」

が交付されます）を本人に郵送します。
龍谷大学代理申請願い出に必要な書類（入学試験出願時に他の出願書類とともに提出してください）

これらの書類は出入国在留管理局に提出する「在留資格認定証明書」交付申請書の作成のために参考とするもの
です。
● 外国語の書類には必ず出願者の責任で日本語訳を添付してください。
● 本学所定用紙の「龍谷大学代理申請願い出書」「経費支弁書」は日本語または英語で記入してください。
● 下記⑷の書類は、すべて原本を提出してください。（コピーは不可）

このほかにも証明書等が必要になる場合があります。

龍谷大学代理申請願い出に必要な書類

（1）龍谷大学代理申請願い出書（本学所定用紙）「在留資格認定証明書」交付のために必要です。

（2）写真 1 枚（縦 4 ㎝×横 3 ㎝／申請前 6 ヵ月以内に撮影され、正面・上半身無帽・無背景で鮮明なもの）
出願用の写真とは別に用意してください。

市販の封筒の表に朱書で「代理申請願い出に必要な書類在中」と明記の上、他の出願書類とともに提出してください。

（3）パスポートの写し

（4）次の①から③のそれぞれの場合に応じた説明書類

①奨学金による場合
● 奨学金の受給証明書

②本人が経費を支弁する場合　在学期間中の学費と生活費に関する証明が必要です。
● 預金残高証明書（本人名義で、日本に送金可能な通貨のもの）
● 在職証明書または納税証明書（本人のもので年収額が証明されており、上記の財産形成が証明できるもの）

③本国送金の場合　在学期間中の学費と生活費に関する証明が必要です。
● 送金者の「経費支弁書」（本学所定用紙）
● 預金残高証明書（送金者名義で、日本に送金可能な通貨のもの）
● 在職証明書または納税証明書（送金者自身のもので、年収額が証明されており、上記の財産形成が証明できるもの）
● 本人との関係を証明するもの（戸籍謄本の写し、親族公証書、出生証明書のうちいずれか１つ）
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◆代理申請に関する問い合わせ先

龍谷大学　グローバル教育推進センター　〒612-8577（専用郵便番号／住所表記不要）
TEL：075（645）7898　FAX：075（645）2020　E-MAIL：r-globe@ad.ryukoku.ac.jp
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